
号

外

五�
令

和

六

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

九

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
九
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

実
地
検
査
を
行
う｣

を｢

検
査
を
行
う
に
当
た
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
中｢

一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

第
百
五

十
九
条｣

の
下
に｢(

令
第
百
七
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を
加
え
、

｢

第
百
六
十
五
条
の
七｣

を｢

第
百
六
十
五
条
の
六｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
五
項
中｢

令
第
百
五
十
八
条
第
一
項
又
は
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者｣

を｢

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者｣

に
、｢

収
入
事
務
受
託
者｣

を｢

指
定
公
金
事
務
取
扱
者｣

に
改
め
、

同
条
第
六
項
を
削
る
。

第
三
十
七
条
の
二
中｢

収
入
事
務
受
託
者｣

を｢

指
定
公
金
事
務
取
扱
者｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

保
険
料

第
四
十
四
条
の
四
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

会
議
、
懇
談
会
等
に
要
す
る
経
費

第
五
十
六
条
の
見
出
し
中｢

支
出
事
務
受
託
者｣

を｢

公
金
支
出
の
結
果｣

に
改
め
、
同
条
中｢

令

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
四
月
一
日



第
百
六
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者(

以
下｢

支
出
事
務
受
託

者｣
と
い
う
。)

が
支
出
事
務｣

を｢

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
が
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
六
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
金
支
出｣

に
改
め
、｢

又
は
出
納
員｣

を
削
る
。

第
七
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条

削
除

第
八
十
六
条
第
四
号
及
び
第
百
九
条
第
十
三
号
中｢

著
作
権｣

を｢

著
作
権
等
の
知
的
財
産
権｣

に

改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
第
二
項
第
三
号
中｢

法
令
に
よ
り
配
給
の
統
制
を
受
け
て
い
る
物
件
の
買
入
れ
若
し

く
は
売
払
い
又
は｣

を
削
る
。

第
百
四
十
八
条
第
三
号
２
中｢

地
方
税
法｣

の
下
に｢(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)｣

を
、｢

市
町
村
民
税｣

の
下
に｢

並
び
に
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律(

平
成

三
十
一
年
法
律
第
三
号)

に
よ
る
森
林
環
境
税｣
を
加
え
、
同
号
５
中｢

よ
り
徴
収
し
た
個
人
の
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税(

市
町
村
民
税
と
あ
ん
分
前
の
も
の)

に
係
る｣

を｢

よ
る｣

に
改
め
、
同
号
中

11
を
13
と
し
、
10
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
十
一
年
法
律
第
四

号)

に
よ
る
徴
収
金

12

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
徴
収
金

第
百
六
十
七
条
た
だ
し
書
中｢

岐
阜
県
外
に
所
在
す
る
指
定
金
融
機
関
等
の
店
舗
に
あ
つ
て
は
、
当

該｣

を
削
る
。

第
百
七
十
条
第
一
項
中｢

収
入
事
務
受
託
者｣

を｢

指
定
公
金
事
務
取
扱
者｣
に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
第
一
項
中｢

第
百
六
十
五
条
の
六
第
三
項｣

を｢

第
百
六
十
五
条
の
五
第
三
項｣

に
改

め
る
。

第
百
九
十
一
条
第
二
項
中｢

書
面
検
査
及
び｣

を｢

、
書
面
検
査
又
は｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

収
入
事
務
受
託
者
及
び
支
出
事
務
受
託
者｣

を｢

指
定
公
金
事
務
取
扱
者｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項

中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
る
。

第
百
九
十
二
条
の
見
出
し
を｢(

検
査)｣

に
改
め
、
同
条
中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
、

｢

の
各
号｣

を
削
る
。

第
百
九
十
三
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
る
。

第
百
九
十
三
条
の
二
の
見
出
し
を｢(

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
検
査)｣

に
改
め
、
同
条
中｢

収
入

事
務
受
託
者
及
び
支
出
事
務
受
託
者
に
対
す
る
実
地
検
査
は
、
必
要
に
応
じ｣

を｢

指
定
公
金
事
務
取

扱
者
に
対
す
る
検
査
は
、
定
期
及
び｣

に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
百
九
十
四
条
第
二
項
中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
る
。

第
百
九
十
五
条
の
見
出
し
を｢(

検
査
事
項)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
、｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
、｢

の
各
号｣

を

削
る
。

第
百
九
十
六
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
、｢

提
示｣

の
下
に｢

又
は
提
出｣

を
加
え

る
。第

百
九
十
八
条
中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
る
。

第
百
九
十
九
条
中｢

規
定
す
る
検
査｣

の
下
に｢

を
実
地
検
査
で
行
つ
た
場
合｣

を
加
え
る
。

第
二
百
条
の
見
出
し
中

｢

実
地
検
査｣

を

｢

検
査｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

実
地
検
査｣

を

｢

検
査｣

に
改
め
、｢

帰
庁
後｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
る
。

第
二
百
一
条
中｢

実
地
検
査｣

を｢

検
査｣

に
改
め
る
。

第
二
百
二
条
中｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段｣

を｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第

一
項
後
段｣

に
改
め
る
。

第
二
百
三
条
中｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号｣

を｢

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第

一
項
各
号｣

に
改
め
る
。

別
表
一
甲
の
表
中｢

若
し
く
は
長
期
継
続
契
約｣

及
び｢

、
長
期
継
続
契
約｣

を
削
り
、｢

交
付
決

定
の
時｣

の
下
に｢

又
は
契
約
を
締
結
す
る
時｣

を
、｢

交
付
決
定
額｣

の
下
に｢

又
は
契
約
金
額｣

を
、｢

交
付
決
定
通
知
書
の
写
し｣

の
下
に｢

又
は
契
約
書
及
び
見
積
書｣

を
加
え
る
。

別
表
一
乙
の
表
中

｢

を

｣
｢

に

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )２

６

債
務
負
担
行

為
７

条
例
で
定
め

る
長
期
継
続
契

約
６

債
務
負
担
行

為

債
務
負
担
行
為
を

行
う
時

契
約
を
締
結
す
る

時

(

契
約
締
結
年

度
に
支
出
を
伴
う

場
合
に
限
る
。)

及
び
各
会
計
年
度

の
初
日

(

契
約
締

債
務
負
担
行
為
を

行
う
時

債
務
負
担
行
為

の
額

各
会
計
年
度
の

歳
出
予
算
の
範

囲
内
に
お
け
る

契
約
金
額

債
務
負
担
行
為

の
額

関
係
書
類

契
約
書

関
係
書
類



｣

改
め
る
。

別
表
一
備
考
第
一
号
及
び
第
九
号
中｢

と
き｣

を｢

時｣

に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

十

表
中｢

条
例
で
定
め
る
長
期
継
続
契
約｣

と
は
、
岐
阜
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例(

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
二
条
に
規
定

す
る
契
約
を
い
う
。

別
表
二
上
欄
中｢

、
感
染
症
対
策
調
整
課｣

を
削
り
、｢

感
染
症
対
策
推
進
課

感
染
症
対
策
調
整
課｣

を｢

感
染
症
対
策

推
進
課｣

に
、｢

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー｣

を｢
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
五
中｢徴

収
し
た
受
託
徴
収
金
｣

を｢徴
収
又
は
収
納
し
た
公
金
｣

に
、｢収

入

事
務
受
託
者
｣

を｢指
定
公
金
事
務
取
扱
者
｣

に
、｢徴

収
事
務
委
任
者
｣

を｢徴
収
等
委
任
者
｣

に

改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
の
二
乙
中｢支

出
事
務
の
委
託
を
｣

を｢公
金
の
支
出
を
委
託
｣

に
改
め
る
。

第
四
十
号
様
式
乙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

結
年
度
の
翌
年
度

以
降
に
限
る
。)



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )４



( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )６



( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )８



第
四
十
号
様
式
丙
を
削
る
。

第
五
十
二
号
様
式
備
考
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
受
払
の
年
度
末
残
高
の
取
扱
い
は
､
第
29号
様
式
の
10備
考
５
に
よ
る
こ
と
｡

な
お
､
年
度
末
残
高
が
｢０
｣
で
あ
る
と
き
は
､
翌
年
度
当
初
に
お
い
て
､
４
月
１
日

付
け
で
繰
越
分
を
｢前
年
度
か
ら
の
繰
越
な
し
｣
と
し
て
受
の
記
帳
を
行
う
こ
と
｡

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
一
甲
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
契
約
を

締
結
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
契
約
を
締
結
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
刑
事
総
務
課
の
項
及
び
交
通
指
導
課
の
項
中

｢(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
部
運
転
免
許
課
の
項
中｢

に
お
い
て｣

を｢(

自
動
車
運
転

免
許
試
験
場
を
除
く
。)

に
お
い
て｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
の
項
中｢

事
務
局
の
予
算
、
人
事
そ
の
他
の
内
部
管
理
事

務
を
掌
理
す
る
者
に
限
る
。｣

を｢

総
務
・
企
画
担
当｣

に
改
め
、
同
表
高
齢
福
祉
課
の
項
中｢

高
齢

者
い
き
が
い
づ
く
り
推
進
監｣

を｢

高
齢
者
生
き
が
い
づ
く
り
推
進
監｣

に
改
め
、
同
表
子
育
て
支
援

課
の
項
中｢

少
子
化
対
策
企
画
監｣

を｢

こ
ど
も
政
策
調
整
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９

自
動
車
運
転
免
許
試
験
場

自
動
車
運
転
免
許
試
験
場
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消

耗
品
の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
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令
和
六
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


